
広 域 計 画 書
計画期間：平成 25 年度～平成 29 年度（第 4 次計画）

改定版（H28.5.27変更）

木 曽 広 域 連 合



～ ご あ い さ つ ～

広域連合は、地方自治法の定めるところにより、広域連合や関係自治体が事

務処理を円滑に進めていく上での指針となる「広域計画」を策定することとさ

れています。

当広域連合は、平成 11 年 4 月の発足以来 5 年ごとに広域計画を策定・改定し、

各種の施策を行ってきました。今回、前計画期間の終了に伴い、平成 25 年度か

ら平成 29 年度までの『第 4 次広域計画』を策定することとしました。

本計画の策定にあたっては、構成団体である木曽郡 6 町村の基本構想等に掲

げられているまちづくりの基本理念や諸施策との調和を保つとともに、平成 19

年 3 月に策定された『第三次木曽地域振興構想』を基本としております。

そして、第三次振興構想の基本理念である「水と緑のふるさとづくり」の実

現に向け、当広域連合が行う事務の施策について見直しを行いました。

また、地域住民の意見が反映されるよう、行政関係者のみならず各界・各層

の委員で構成された「木曽広域連合広域計画策定委員会」を設置して圏域住民

の意見を反映すると共に、当広域連合議会での協議もいただきながら、木曽圏

域の振興発展と広域行政の円滑な推進が図られるよう、実効性の高い計画を目

指し策定いたしました。

今後本計画に基づき様々な事業を展開してまいりますが、構成団体である木

曽郡 6 町村との連携を深め、より効率的で効果的な運営を進めるため、引き続

き住民の皆様をはじめ関係各位のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成 25 年 3 月

木曽広域連合長 田 中 勝 已
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